
(報道関係者入室 )

○下河辺委員長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第 3回 「東京電力に関

する経営・財務調査委員会」を開催いたします。

本 日は、お忙 しい中御参集をいただき、ありがとうございま した。

関東地方は、去る 9日 の梅雨明けの後、10日 余 りも猛暑が続き、一時はどうなることか

と心配してお りましたが、この間、暑さも一体み してお り、東電管内の電力供給も比較的

余裕をもつて推移 しているようでございます。広く企業並びに国民の皆様の 15%節 電への

格段の御協力の賜物ではありますが、何よりのことかと委員長 としても個人的には考えて

お ります。

さて、本 日の委員会の議題は、主に 2点 ございます。

まず、 1点 目の調査の体制ですが、いわゆるデューディリジェンス (DD)の 実施に当

たりましては、タスクフォース事務局の統括、指揮の下で、法務、事業、財務 。税務に関

する外部専門家を活用することとしてお りましたが、この外部専門家については、内閣府

等による一般競争入札による選定結果に基づき、去る 25日 付で業者 との間で契約が成立

されました。その詳細については、後ほど、西山タスクフォース事務局長から御報告をい

ただきます。これまでも既に東京電力からの資料収集や ヒアリングなどを行つてきたとこ

ろではありますが、外部の専門家が決定したことにより、ようや く調査の体制が本格的に

固まりました。

つきましては、本 日の 2点 目の論点であります当委員会の主要論点を御論議いただき、

調査の柱とな ります項 目を早急に固めていきたいと考えてお ります。

本 日も限られた時間の中ではございますが、迅速かつ的確にポイン トを突いた調査を実

施することにより、国民負担の最小化とい う国民の多くの期待に最大限応えられる報告を

当委員会として 9月 中にまとめていきたいと考えてお ります。

委員の皆様には、積極的な御議論をお願いしたいと考えてお ります。

以上、第 3回委員会の開会に当たりましての、委員長からのごあいさつとさせていただ

きます。

それでは、早速ではございますが、これから議事に入 りますので、申し訳ございません

が、報道関係者の方はここで御退室をお願いいたします。

(報道関係者退室 )

○下河辺委員長 では、これから委員会の議事に入らせていただきますが、本 日も御多忙

の中、タスクフォースリーダーであります仙谷官房副長官に御出席をいただいてお ります。

もろもろのこともあるかと思いますので、もろもろのことも含めまして、何かごあいさつ

をちょうだいできればと思つてお ります。

○仙谷内閣官房副長官 もろもろのこともそれほどあるわけではございませんが、総理の

記者会見もこれあり、そ して、

的レベルで原発をどうするのかということが、一大政治テーマになってきたと言いまし
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うか、なりつつあるということは疑いもない事実でございます。

さはさりながら、昨年私どもは、地球温暖化対策と同時に、日本の経済構造の問題 とし

て、脱化石燃料社会を実現 しなければ、日本が経常収支といいましょうか、富を理由なく

産油国に持つて行かれるのではないかと。 1バ レル 200ドル時代ということも頭の想定に

入れながら、日本のエネルギー体系といいましょうか、電力を含むエネルギー戦略をどう

展開するのか とい うことを考えなければならない。そ して、当然のことながら、25%カ ッ

トとい うC02問題が絡んでおるわけでありますから、そこで原発を根幹のエネルギー と考

えて、昨年のエネルギー基本計画がつくられてきたわけでございます。

だけれ ども、残念ながら、東京電力の今回の事故によりまして、これは当然のことなが

ら、見直さざるを得ない。ただ、この原発をどう扱 うかとい うのは、日本の科学技術をど

のような方向で私どもが活用 していくのかとい う未来的な大テーマと同時に、日本の現時

点でのエネルギー体系をどうするのか。更には、これからのエネルギーで自然エネルギー、

再生可能エネルギーをどう組み入れていくのかとい う、誠に大変な大問題でございます。

ただ、問題点と課題はかなり出そろつておると思いますので、それを意識 しながら、結

局このエネルギーあるいは電力問題の根幹中の根幹である東京電力を前向きにとい うか、

発展的に日本の経済界においても活動できる、そ うい う事業体にイノベーションするとい

う観点がやは リー番重要なんだろうなと私は最近思つてお りまして、そ うい う観点から、

この東京電力に関する経営・財務調査委員会とい うのが存在をしなければならない。

できるだけ避難をされている方々、あるいは被害者 と言われる方々に対する損害賠償あ

るいは補償を従前に行 うと同時に、東電の財産を切 り刻んで、国民負担が 100億 とか 1,000

億のオーダーで少なくなればいいと。そんな話では、実はないということが現在明らかに

なっているということでございますので、そ うい う大きい観点も頭の片隅にといいましょ

うか、どこかに置いて御議論をしていただきたい。この経営 。財務調査そのものも、そ う

い う観点から皆さん方に御議論をいただきたいと改めてお願いをいたしたいと思います。

○下河辺委員長 副長官、ありがとうございました。

それでは、早速、本 日の議事に入らせていただきます。

まず、議事の 1番 目「経営・財務調査の実施体制について」ということです。

DDの 実施に当た りましては、外部の専門家を活用することを決めてお りましたが、そ

の入札の結果及び調査の実施体制について、西山事務局長から、お手元の資料 1を 基にし

まして御説明をいただきたいと思います。

それでは、西山さん、お願いします。

○西山事務局長 お手元に資料 1と い うことで、横長の資料を配付させていただいてお り

ます。「経営・財務調査の実施体制について」という表題でございます。

今、委員長からもお話がございましたように、国の調達とい うことでございますので、

一般競争入札も定められた手続に基づきまして、最終的には、これからお話 しするような

業者に決定をいたしました。既に今週の初め、25日 に契約を締結 してお ります。



プロセスについて簡単に御報告させていただきます と、その表にもございますように、

私どもとしては、法務、事業、財務 。税務 とい う3分野について、事業者の公募、入札を

行つたわけでございますが、法務について 3者、事業について 3者、財務・税務について

4者から応募がございました。

財務・税務につきましては、 4者のうち 1者が私どもの求めておりますいわゆる入際の

最低限の要件に満たないという判断をいたしましたので、実質的には、法務 3者 、事業 3

者、財務・税務 3者 とい う形で入札手続を行いました。

価格点は、当然価格に基づいて判定をいたしましたが、いわゆる技術点、質につきまし

ては、各事業者からのプレゼンテーションを踏まえて、下河辺委員長にも御参加をいただ

く形で、私 ども事務局のいわゆる管理職以上の人間が、基本的には全員参加する形で評点

を行いまして、その結果、ごらんいただきましたような契約を締結 したとい うことでござ

います。

書いてあるとお りでございますけれども、法務につきましては西村あさひ法律事務所、

事業につきましては株式会社ボス トン・コンサルティング・グループ、財務・税務につき

ましては有限責任監査法人 トーマツにそれぞれ契約先が決定をしてお ります。

今後は、委員会の御指示の下、私どもが統括管理をする形で作業を進めまして、委員会

の御報告が 9月 中とい うこともございますので、上に書いてございますように、 9月 中旬

までに作業を完了することを目指 してお ります。

なお、申し遅れましたけれ ども、入札 ということで、当た り前と言えば当たり前なんで

すが、一応 10億弱の予算を確保 していただいたり、あるいは確保 したわけでございます

が、結果においては、 3者合計で約 4億 4,000万 円が今回の経営・財務調査に係 る費用と

なってお ります。

以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

概略の御説明をいただきましたが、ただいまの西山事務局長の御説明内容に関しまして、

御質問、御意見、併せて今後の DDの進め方等についての要望を含めまして、御意見、御

発言があればいただきたいと思いますが、どなたかおありになりますか。

では、 名で恐縮ですけれども、日

○|■■■  私は内容の ところでお話 ししたい と思います。

体制については結構です。

○下河辺委員長 体制等については、基本的にはよろ しゅうございますね。

(「 はい」 と声あ り)

○下河辺委員長 それでは、了解 とい うことで報告を承 りま した。

続 きま して、ただいま■|■■の方か ら御要望がございま した DDの進め方の具体的な

内容に関 してでございますが、お願いいた します。

○|■|| では、 2番の方でよろ しいですか。



○下河辺委員長 では、議事の 2番に入るとい うことでよろしいですか。

○|||| その中で発言 します。

○下河辺委員長 わか りました。

それでは、DDの 関係につきましては、報告を了承 ということでございますので、御了

解をいただきます。

なお、外部業者によります DDが 25日 から早速始まつてお りますけれども、その調査

作業の進捗状況につきましては、事務局長から私の方に報告をいただいている限 りでは、

毎週金曜 日の 17時 から、事務局が置かれてお ります二会堂の事務局の事務所の中で、定

例の報告を受けるミーティングを持つと聞いてお ります。ですので、その第 1回 が今週金

曜 日の 17時から行われるとい うことで、第 1回 とい うこともございますので、委員長で

あります私も出席を予定してお ります。

折々、委員会の開催時に報告される内容 とは別に、毎週行われます定例の DDの進捗状

況の報告会に御出席を希望されるということであれば、それについては何の支障もござい

ませんので、事務局の方に御連絡をいただきたいと思つてお ります。

それでは早速ですが、本 日のメインであります議事の 2番 目ということで、東京電力に

関する経営・財務調査委員会は、今後極めて時間が限られてお りますが、議論を尽くして

まとめていきます主要の論点及び今後の進め方についてお諮 りをさせていただきます。

ただいま机上配付 とい うことで「委員会の主要論点 (議論のたたき台 )」 と題 します資料

が配られたかと思いますけれども、この内容等につきまして、また西山事務局長の方から

概要の御説明をいただきたいと思います。

○西山事務局長 ありがとうございます。

また資料の確認をさせていただきます。

もともと冒頭からお手元に配らせていただいてお ります資料 2と 書いてございます 1枚

紙がございます。

ただいまお手元にお配 りをしました「議論のたたき台」とい う横長の紙が置いてありま

す。

「東京電力に対するとアリングの状況等について」 という縦長の紙がございます。

次の議題に関しましては、この 3つの資料を使わせていただきたいと思つてお ります。

なお、本 日の委員会後の取扱いにつきましては、先ほどの資料 1「経営・財務調査の実

施体制について」と、資料 2の 1枚紙は対外的に公表する予定でお ります。

後でお配 りをしました机上配付資料は、あくまでも今 日御議論をいただくためにお配 り

をしておるものでございますので、そうい う取扱いであることを御理解いただきたいと思

います。

まず、御説明の順番 といたしましては、資料 2そ のものは、各委員に個別に回らせてい

ただきましたものと基本的に中身は全く一緒でございますので、「取扱注意」と書いてあり

ます紙を中心に御説明させていただきます。



説明の都合上、まず縦長の 「東京電力に対するヒア リングの状況等について」から先に

御説明させていただきます。

資料に書いてございますように、勿論、東京電力のさまざまなチームと私どもは議論を

始めてお りますので、事務局全体 と東京電力全体との関係で申します と、いろいろなレベ

ルでいろいろな接触をしてお りますが、私 自身も出席する形で行 う全体のヒア リングとい

う意味では、 1.の 冒頭に書いてございますように、 3回 に分けて東京電力から、そこに

書いてございますような項 目についてヒア リングを行い、更に必要に応 じて追加的な説明

を受けてお ります。

項目だけざつと申し上げさせていただきますけれ ども、そもそも電気事業及びその他の

事業の概況の説明。

資金繰 りの状況・資金調達状況。

今期及び来期以降の需要予測 。供給計画。

今期の予算についての説明。

それと関わ りますが、先だって勝俣会長からもこの委員会に対 してお話のございました、

いわゆる 5,000億 円の経費節減計画の詳細。

所有資産関係 とい うことで、

①資産保有、特に電気事業以外のものが中心でございますけれども、保有 している資産

のリス トについての説明。

②これも勝俣会長からお話がありました、いわゆる 6,000億 円の資産売却についての方

針・時期と具体的な内容について。

関連会社関係 ということで、

①いわゆるグループ企業についての業務内容の説明 。収益等管理方法。

②関連会社の区分と売却方針、その考え方についての説明。

これも若干勝俣会長から説明がありましたが、平成 22年度末の決算で計上してお りま

す災害特別損失についての内訳の説明。

減価償却を中心とした会計処理についての考え方ということで説明を受けてお ります。

併せまして 「Ⅱ.資料提出の状況」とい うことで、東京電力が結んでお ります個Bllの 契

約、‐ 件に上ると聞いてお りますけれ ども、それを含めまして、個`別
の資料について適

宜提出を求めてお ります。



2ページです。

勿論、私どもは今、議論を続けている途中でございますので、最終的な意見には至 りま

せんけれ ども、委員の方にやつてお ります感覚を少 し御報告 した方がいいとい―うことでご

ざいますので、そこに書いてあり.ま す暫定的な所感 とい う形で書かせていただいてお りま

す。

趣旨を伝えるために表現をややわかりやす くさせていただきますと、経費節減計画につ

いては、公表で 5,000億 円以上 となってお りますけれ ども、その中を見ますと、そもそも

経費そのものを実態に合わせて減 らす計画 とい うことには必ず しもなつていなくて、平成

23年度予算として計上したものに対 して、実績でどれぐらい減 らすか。つまり簡単に言え

ば、22年度に対 して 23年度が増えていれば、その増えた 23年度から減 らしたものを減

らしたと計算をしているものも見られます し、その中にはやむを得ないところは勿論あろ

うかと思いますが、設備投資自体は平成 23年度から 24年度以降に先送 りしたことによる

経費減少。つまり、23年度 としては勿論減るわけでありますけれ ども、いずれは必ず計上

しなければいけない可能性のある経費でありますとか、機島第一原発の事故発生による経

費の自然減。つまり、事故がありませんで したら、例えば福島第一原発について、いわゆ

る定期検査を実施 していることになつてお りますので、その定期検査の費用とい うのは当

然必要がなくなりますので、そ ういうものも含まれてお ります。

私どももの今のざっくりした計算ですと、5,000億 円のうち 2,000億円ぐらい今、御説

明したようなものになっているということです。実際に、いわゆる本当の意味での経費の

節減 5,000億 円とい うことを仮に実現するとすると、そもそもその内容についてよく精査

をする必要があります し、ここに書いてございますように、調達コス ト、人件費も含めた

全面的な見直 しをしていかないと、なかなかここで公表 している 5,000億 円という額にい

くかどうかもよくわからないとい う状況ではないかとい うのが実際ではないかと思います。

2番 目に、同じようにいわゆる資産売却にっいてでございます。

一応、今後 3年間で、有価証券で 2,700億 円、不動産で 1,000億円、事業、いわゆるグ

ループ会社の売却を含めまして 2,300億 円。合計 6,000億 円以上の確保 ということになつ

てお ります。このうち今年度は、上場株式を中心に 3,000億 円程度の売却、あと出てまい

りますとお り、      とい うのが中心になろうかと思いますが、これについての売

却を予定してお ります。

上場株式については申し上げるまでもなく、いわゆる市場価格が付いてお りますので、

売却の方法等々についてはいろいろございますにしても、売却のめどと申しますか、評価

についても余 り大きな議論の幅はないかと思われますが、その他のもの、不動産あるいは

事業については、なかなか 6,000億 円、あるいはそこに書いてございます 1,000億 円、2,300

億円と書かれてはお りますけれ ども、実際にはその内容が何であるかということについて



は、はっきり申し上げて、まだほとんど明確なものがないとい うのが多いとい う印象を受

けてお ります。

したがいまして、決 して我々が防御線を張つているわけではありませんけれ ども、すご

く簡単に言えば、5,000億円、6,000億円とい う固まつたものがあつて、それに上積みを

するんだとい うふ うには必ず しもならないかもしれない。そもそもの 5,000億円、6,000

億円というものがあるのかどうかとい うこと恐 らくまずきちんと検証 しないとうまくいか

ないというのが実態ではあろうかと思います。

3番 目に、資金繰 りの状況につきまして、これも勿論、当委員会との関係でも非常に大

事な点でございますので確認をさせていただいてお ります。

今年度中のいわゆる月次ベースですね。東京電力単体ベースについての説明がいろいろ

ございましたけれ ども、これ もやむを得ない点はいろいろあろうかと思いますが、保守的

な見積 り、つまり簡単に言えば、さまざまな意味でのリスクを勘案した見積 りであるとは

必ず しも言えませんし、主要な前提条件、そもそも需要想定、先ほど委員長からもお話が

ございましたが、ある意味ではプラスの意味での節電の効果 もありま して、需要も変わつ

てきてお りますので、その他、燃料費、当然のことながら補償の支払い見通 し等々につい

て詳細の確認をする必要があろうと考えてお ります。

なおかつ、これも率直に言いまして、なかなかこういう意味での資金繰 りの経験という

んでしょうか、そ うい うことに習熟 しているとい うわけではないものですから、私どもと

してかなり詳細に資金繰 りについて、東京電力 として具体的にどうい うふ うに取 り組んで

おられるかとい うことについて、今、詳細にわたつてヒアリングをさせていただいており

ます。これはまさに実態をきちんとつかむとい う意味でどうしても必要なことですので、

やらせていただいているのが現状でございます。

4番 目に、子会社、関係の深い関連会社がそれぞれ 166社 、98社 ございますけれども、

これまではどうしても、いわゆる子会社、関連会社も含めました効率化計画とい うのは、

東京電力さんの中でも検討 され、実施もされてきてお りますが、なかなか連結グループ全

体としての効率化 とい うよりも、東京電力本体 といいますか、単体としての東京電力に対

する仕入価格のコン トロールといいましょうか、削減 という観点を中心に検討されている

という印象を受けてお ります。

したがいまして、東京電力全体としての事業の在 り方とい うことを委員会として御議論

いただくとすると、その前提 としては、もう少 し違 う考え方で子会社、関連会社について

の考え方も、恐 らく私 ども事務局でも整理をして、御説明をする必要があるかと思つてお

ります。

3ページです。

東京電力さんとしては、今、子会社の うち電気事業関連子会社については、いわゆる電

気事業関連子会社 と呼ばれているものにつきましては、その事業は真の意味で電気事業に

不可欠かどうか、それから、いわゆる外部市場、つまりその会社でなくても調達可能かど



うかとい うことについて、その事業を売却する、あるいは場合によっては清算するかどう

かとい うことを検討 しております。勿論、この軸自身は言 うは易く、実際に検証するのが

難 しい点もございますので、その点については私 どもも共同して、どうい う考え方で今の

電気事業に不可欠かどうか、あるいは本当に外部から調達することができないのかどうか、

場合によっては、他電力との共同購入のようなこともできないのかといったことも含めて、

今後検討 していくことが必要ではないかと考えておるという印象を持ってお ります。

更に、ここに 「多角化関連子会社」 と書いてあります。これは東京電力さんの分類とし

て電気事業でないと認識されておられる会社のことを多角化関連子会社と呼ばれてお りま

すが、これについても、当然のことながら、東京電力の長期的な在 り方を踏まえて、存続、

整理統合あるいは場合によつては清算とい うことで、事業の先行きについて整理をしてい

く必要があるとい うことになります。

特に関連会社につきましては、申し上げるまでもなく、東京電力さんが主たる取引先と

なる企業 もかなりの数 ございますので、グループ全体として、いわゆる高コス トのような

ことになつていないかということを、今後個別の取引内容を検証 していく作業が必要にな

ろうかと思います。

最後になりましたけれども、いわゆる災害特別損失については、先だってこの委員会の

中でも、東京電力さんからのヒアリングを実施する中で御議論があつたやに記憶 してお り

ますが、これもやむを得ない点はあろうかと思いますが、22年度決算として計上いた しま

した費用・損失につきましては、当然のことながら、まだ暫定的なものでございます。そ

れに加えまして、更に現段階、つまり、約半年弱経過 した中での東京電力の中での精査 と

い うのは、なかなかまだ十分ではないとい う点が私どもから見るとございますので、この

点もどれ ぐらい東京電力の資本が既存 しているか、あるいは資本が既存する可能性がある

かとい うことについての非常に大きなインパク トを持つ作業でございますので、これは私

どもは私 どもとして後で御説明させていただくように、何 らかの工夫をして、ある程度の

推定作業のようなことをしていきませんと、真の数字になかなか近いものが出ないのかな

とい うのを今のところ印象として持つてお ります。

以上が、これまで行つてきてお りますあくまで暫定的なものではございますけれ ども、

東京電力さんからヒア リングをさせていただいたことについての、事務局としての暫定的

な所感でございますが、これに基づきまして、先ほど申しました横長の資料にな りますが

「委員会の主要論点」について、これもあくまで議論のたたき台として書かせていただい

ているものでございますので、今日、各委員から足りない点、違 う各視点から取組むべき

点等々、いろいろ御意見をちょうだいした上で、私どもとしてまた改定していくという意

味での、あくまでも議論のたたき台としてお示ししているものでございますが、この資料

に沿いまして、御説明をさせていただきたいと思います。

なお、この主要論点の 5つ というのは、事前に各委員に御説明をさせていただき、なお

かつ資料 2に端的にまとめております論点の 5つ と同じ5つの項目でございます。



それでは、横長の資料の御説明に入らせていただきます。

2ページ、まず論点の 1番 目「保有資産の洗い出しと売却資産の特定 (1)」 でございま

す。

先ほどもお話をいた しましたとおり、今のところ東京電力 さんから、売却対象の可能性

となり得る母集団として資産のリス トの御提示をいただいてお ります。内容的には、グル

―プ分けをして大分類で申しますと、不動産、有価証券、グループ企業になります。

不動産につきましては、そこにございますように、内容的には、厚生施設、社宅、遊体

不動産とい うことになります。例えばここの中には、

含まれてお りますが、これも実際に売却をしようと

します と、細かな話にいきな り立入ますが、

なかなか一般に売却する可能性が本当にどれぐらいあるのかどうかとい うのはよく検証す

る必要があると思つてお ります。 これはあくまでも 1つ のFllで ございますが、それが不動

産についてのものでございます。

そ ういうことも含めて、実際に 1,000億 円と言つていますけれ ども、そ ういうものがあ

るかどうかとい うことについては、これから中身を東京電力さんと一つずつ議論 していか

ないと、まだ中身がよくわからないという状況ではないかと思います。

有価証券につきましては、先ほども申しましたように、上場、非上場がございますが、

上場株式の中核になりますのは ございまして、2,700億 円のうち、

仮にすべて売却をするとすると、そのうち 占めること

になろうかと思います。いずれにしましても、||■ を中心としました上場株式、それか

らボリュームでいいますと||■よりはずっと小さいですが、     を中心にしまし
た非上場の株式の取扱いが有価証券についての議論になります。

グループ企業につきましては、電気事業分野以外を中心に 2,300億 円と言われてお りま

すけれども、企業 としての大きさで申します と、そこに書いてございますような情報通信

サービスを提供 してお りますアット東京ですとか、あるいは東京電力が直接保有 してお り

ます不動産を運用 している東電不動産です とか、東電ピーアールといつた会社がございま

すが、これについて今後精査をしていく必要があろうかと思つています。

3ページです。

その上で、繰 り返 しになりますが、私どもの検証項 目として、有価証券につきましては、

上場されているものは、基本的には市場価格とい うものがございますので、適切性 とい う

のは比較的検証がよいかと思います。唯一あるとすれば、実際に売却を進める際には、い

わゆる FA、 ファイナンシャルア ドバイザーの任命 も含めまして、ある程度のコス トがか

かります。その種の売却に際してのコス トが適切かどうかとい う感であろうかと思います

が、基本的には市場価格が存在 しているので判定が しやすいかと思いますが、特に非上場

株式につきましては、その処分方法の妥当性についてはいろいろ今後検証 していく必要が

あるように考えてお ります。



第 2に、グループ企業につきましては、当然経営の内容の検証とい うことが必要になり

ます。次に申します 2番 目の項目とも関係をいた しますけれ ども、売却の可能性云々のみ

ならず、多くの企業が当然東京電力さんとの取引がかな り大きいということになりますの

で、特にコス トの観点から、そもそもその取弓1構造が妥当かどうかということについても

検証 し、是正策を検討することがひとつ私どもとしての作業の項 目かなと思つてお ります。

第 3に 、不動産につきましても、どうい うものを売却可能であるものとして選定されよ

うとするのか。 これも率直に申し上げて、かなり時間をかけて議論してきてお りますが、

まだ私どもへの御説明をいただいている範囲においては、率直に申し上げて、なるほどと

いう理解ができるような内容になつてお りませんので、どうい う判断基準で不動産の売却

を進められようとしていて、実際にどの程度の可能性があるかとい うこと、これはかなり

1件 1件洗い直さないと、そもそも 1,000億円といつても本当にそ ういうことが達成でき

るのかどうか とい うことは検証が必要だと考えてお りますとい うのが、先ほど申しました

ように、今時点での所感でございますので、そ うい うものの検証を進めていきたいと思つ

てお ります。

勿論、この種の検証をするに際 しては、単純に売却益が多くなりさえすればいいとい う

ことではないかと思いますので、海外権益です とか、あるいは水利権ですとか、いろいろ

な性質のものにつきましては、それ以外の点についても委員会で御議論をいただいた上で、

その取扱いについて検証調査をしていきたいと考えてお ります。

以上が 1番 目の項 目でございます。

4ページ、 2番 目「2.設備投資、資材・燃料・サー ビス調達当の検証 (高 コス ト構造

の改善策 )」 です。

まず、出発点としては、当然既に表明されている 5,000億 円の節減計画の内容について

の検証が必要 とい うことであります。これは繰 り返 しなので避けますが、5,000億 円とい

つても、いわゆる純粋な意味での 5,000億 円の経費節減 とはなかなかなっていないとも見

受けられますので、それを出発点に、そこに含まれていない項目も含めて検証 していく必

要があると思つてお ります。

もう一つは、当然この節減計画は、本来私どもが勝手に書いて会社に押しつけるとい う

性質のものではないはずでありまして、東京電力さんの会社の中の 1つの仕組みとしてビ

ル トインをされていく必要があろうかと思いますけれ ども、これまでの経緯 としましては、

2010年度に 2003年度に比べて原価の 2割減 とい うのを東京電力さんの会社内部で目標 と

して掲げられて、取 り組まれてこられたとい う経緯があるようでございますが、率直に言

つて、それが どうなつてしまつたのか。達成されたのか、達成されていないのか、達成 さ

れていないとするとどうい うふ うに達成されていないのか。簡単に言 うと不明確のままの

状況になつてお りますので、東京電力さんの中のこの種の取組みに対する仕組みも含めて

議論をしていく必要があるだろうと思います。

また、これも全体の検証を進めていく際に、これも政府の経済見通しも決してすごく当
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たつているとい う感 じでもございませんので、東京電力さんだけがおかしいとい うことで

はないかと思いますが、設備投資の前提 となる 10年間の需要想定とい うのは、繰 り返 し

課題に設定されているのが実態でございますので、念のために申しますと、余裕分は別途

持つているという上に、更に需要を想定 しているものがずっと課題になつているとい う実

態でございますので、この辺 りのことについてもどういう合理的な需要を想定すべきかと

いうことについても、恐 らく検証が必要なのではないかと思います。

そ ういうことを含めまして、大項 目としては、表題 と変わりませんけれ ども、設備投資、

資材・燃料・サービス調達等の検証、あるいはいわゆる高コス ト構造の改善策を行 うのが

1つ の検証の項 目であろうかと思います。

これ も委員会の中でも既に御議論がございますけれ ども、調達の一部として、グループ

企業間の取引の適否です とか、人件費、企業年金の合理化等々についても検証項 目として

は取組む必要があるだろうと考えてお ります。

以上を踏まえましてというのは、勿論それ自身が検証すべきことですから、その時点に

どうい う結果が出ているかによりますけれ ども、話を先に進めさせていただければ、 5ペ

ージにございますように、以上を踏まえまして、当然、委員会の調査範囲をお決めいただ

く際にも御議論いただきましたように、東京電力さんは、勿論今のコス トの構造 とい うの

は、ある意味では電気事業法の料金制度の運用の結果 という面もございますので、そ うい

う意味で、これまでの料金制度あるいは運用の妥当性についての検証 も当然必要になろう

かと思います し、余 り余談をするのがいいかどうかはわかりませんが、場合によつては、

今後、電気料金の値上申請を行 う可能性は当然あるわけでございますので、その場合の料

金制度の運用等、私ども委員会 として東京電力さんと一緒につくる 10年 FR5の 事業計画と

いうのは、平仄が全くとれていないと、右で言つていることと左で言つていることが全く

違 うとい うことになってしまいますので、それをどういうふ うに扱 うかとい うことについ

ても検証をする必要があるであろうと思つています。

やや別の視点でございますけれ ども、当然、東京電力さんの今後の事業計画をつくる上

では、いわゆる トップラインですね。売上げの見通 しをどう立てるかとい うのが、まさに

需要の見通 しとい うのが大前提になるわけですが、いわゆる小売の自由化というのが進ん

でから、例えば業務用の電力、こういうオフィスや店舗です とか、そ うい うものの電力に

つきましては、全体の ■%が新規参入者のシェアとなっているということでございますの

で、東京電力 としてどういう料金政策を 1つの個社として戦略的にとつていくのがいいの

かとい う点についても、私どもは売上げの見通 しを立てる必要がございますので、料金制

度の一環としては議論する必要があるんだろうと考えてお ります。

6ページ、 4番 目に、安定供給を確保 しつつ効率的な設備投資を行 う上で、特に卸電力

市場の設計が適切かどうかということは、特に先ほども副長官あるいは委員長からもお話

がございましたように、勿論今後の長期的な電源構成の見通 しということは大前提になる

わけでございますけれ ども、私 どもがつくる事業計画が仮に 10年間だとすると、特に当



面中期的と言 うのでしょうか。 5～ 7年 ぐらいの供給力の構成をどう考えるかとい うこと

を議論する必要が恐らくあるかと思いますので、一部下の「検証の方向」に書いてござい

ますが、当面は LNG火力のようなもので代替するとすれば、それをどうい うふ うに調達

するのがいいか。東京電力さんが直接投資をされるのか、そ うでなくて他社さんがつくら

れた電気を購入されるといつたようなことも含めて、どうい うものが最も適切であるかと

いうことについては、当然のことながら検証 していく必要があるのではないかと思つてお

ります。

その具体的な内容につきましては、これは既に存在 している制度でございますが、ある

いは存在 していた制度でございますけれ ども、いわゆる IPPか らの電力の購入とい う意味

での長期契約の入札という形もございます し、短期的な日々あるいは週単位、月単位での

取引とい う意味での取引所の取引とい うのもございますので、現在の内容実態、活性化の

可能性についても検証する必要があろうかと思つてお ります。

同時に、これはまたやや違 う角度の話でございますけれども、検証の方法の最後の項目

に書いてございますが、供給力への投資として進めるとして、同時に、ここでは代表的に

スマー トメーターとい うものを挙げさせていただいてお りますが、効率的な需要抑制措置。

端的に言いますと、※に付いてございますように、東京電力さんとして時間帯別の料金を

よりきめ細かく導入することによつて、ある種の戦略的な料金政策をとられるといつた可

能性も含めて、そ ういうことのある種のインフラとなるスマー トメーターヘの投資も含め

て検証する必要があるだろうと思つてお ります。

最後に 7ページ「5,東京電力の長期的なあり方」です。 これは非常に大きな課題でご

ざいますので、ここでは余 り立ち入つたことは書いてございません。恐らくこの委員会の

御議論が進んでいく中でいろんな御意見があろうかと思いますので、余 りここでは詳 しく

書いてございませんけれども、 1つは、少なくとも東京電力の長期的な在 り方を考える上

で、先ほどファク トファインディングの中で申し上げましたような、東京電力がいわゆる

上場会社、なおかつ社債市場で資金を調達 しながらやつていくとい う前提から考えますと、

当面の資金繰 りはもとより、損害賠償額についての推定、つまり資本の既存状況について

の推定です とか、今後のさまざまないわゆる災害特別損失と言われているようなものに関

係するようなコス トの推定等々といつたことをやつていきませんと、長期的な在 り方とい

いますか、長期的なビジネスとしての絵が書けませんので、そ ういうような大前提 となる

検証を進めながら、東京電力の長期的なコア事業は何か、ノンコアの事業は何かというこ

との峻別 も含めて、委員会での御議論をいただきながら、最終的に書いていくのかなとい

うのが 5つ の項 目でございます。

以上を踏まえまして、資料 2は各委員に回らせていただいたものと全く同じことを書い

てございますけれ ども、以上、申しました 5つの論点、これだけとい う意味ではございま

せんが、それを 1つ のベンチマークとして、それから、先ほど御説明 しました東京電力か

らヒア リングをしています事実関係の整理なども、事務局から委員会に提供させていただ



きながら、 8～ 9月 にかけて御議論をさせていただき、最終的には 9月 の中下旬に委員会

としての報告をまとめさせていただくとい うのが 1つのスケジュールになるのかなと思つ

ております。

これも各委員からそ うい う御指示、御指摘がございましたので、今 日は久 しぶ りでもご

ざいますので、こうい ういわゆる本委員会 とい うことで、報道等にも公開する形でや らせ

ていただいてお りますけれ ども、すべてを非公開とい うのはなかなか難 しいと思いますが、

場合によつては非公式な意見交換 とい うのも取 り込みながら、意見交換を進めさせていた

だくようにスケジュー リングができないかと考えてお ります。

一応、御説明としては以上でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

西山事務局長から、内容を大分詳細に御説明いただいた基になつている資料が、本 日、

机上配付資料とい うことでございます。委員の先生方、大分詳細に説明 していただきまし

たので、大体御認識、御理解は行き届いたことかと思いますけれ ども、それでもなおかつ

わからない点、質問、意見とい うこと。できれば、質問と意見とを分けた形で進めていき

たいと思いますが、御発言がおありの委員の方いらっしゃいますか。

―
、どうぞ。

○|||■  まず、事務局に御説明いただきまして、異論はございません。基本的にはこ

れでよろしいと思います。

先ほどの仙谷副長官のごあいさつにありましたとお り、考えに基づいてと。例えば東電

の財産を切 り刻めばいいとい うものではないとい う大前提を踏まえてぉ話をしたいと思い

ます。また、事務局とかぶつているところがあると思いますが、私の考えを統一的にお話

したいと思いますので、お許 しいただきたいと思います。

7点ほど整理 して参 りました。

1つ 日は、デューディリに対する基本の姿勢でございます。これは既に言わず もがなか

もしれませんが、 4点 ほどお願いしたい。

第 1点 は、東電とい う単体だけではなくて、グループ全体を対象にしてほしい。

第 2点は、デューディリをするに当たつては聖域を設けない。

第 3点は、いかなる余談も持たない。

第 4点は、キャッシュフロー重視で考えてほしい。

これが基本の姿勢でございます。

2つ 日は、資産の査定についてです。今、いろいろ御説明がありましたけれども、帳簿

上の資産価値あるいは市場価値だけでなくて、特に事業については DCFに よる現在価値

を弾き出すようにしていただきたい。これは必ずお願いしたいということです。

3つ 日は、資産整理の考え方です。これは多分皆さんと同 じだと思いますけれ ども、考

え方としては、選択 と集中でや りたい。つまり、集中というのは、電力事業に必須のもの、

かつ平たく言えば強い電力をつくっていくとい うことのために必要な資産は残 して、集中
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投資 していく。

一方、それ以外の電力事業に関わりのない資産及び事業については、大胆に選択 してい

く。撤退、売却あるいは捨てていくとい うことで考えていきたいと思います。そ うい う視

点でデューデ ィリをやつていただければありがたい。

4つ 目は、人員問題、人件費についてです。 ここで触れることになつてお りますが、更

に細かく申し上げます。通常の人件費チェックは一般的にあるわけですが、それだけでな

くて、今回はこの中に福fll厚生に関わる費用。これは恐 らく、直接人件費の 50～ 60%行つ

ている、もつと行つているかもしれません。そ うい うものについても実態を明らかにする。

その中には年金もありますけれども、年金は特に年金の問題 として入つていると、その実

態、仕組み、年金の資産の状況等も明らかにしていただきたい。これは数値を定量的にお

願いしたい。    ,
あと、これも言わずもがなですが、辞任問題については聖域を設けないでいただきたい。

どうい うことかとい うと、例えば辞任問題が発生するからこの事業には手をつけないとい

うことは考えないでいただきたい。まず事業を優先、事業評価を優先で、その結果出てく

る辞任の問題。場合によつては希望退職を募 らなくてはいけないような事態が予想 される

問題でも、そのことを恐れずにまずやつていただきたい。希望退職を募るかどうかとい う

のは、その後の政策的な課題ですから、そこでジャッジすればいいわけなので、そ うい う

前提を設けないでいただきたい。

5つ 目は、グループ経営です。グループ間取引についてはつきりしていただきたい。こ

の実態を明らかにしていただきたい。

あと、グループ間人事ですが、これは余 り個人的には言いたくないんですが、立場上、

役割上言わぎるを得ないので申し上げたいと思いますが、東電の役員、顧間、相談役、そ

うい う皆 さん方の実態、グループ役員のこうい う方々の実態、処遇の内容も含めて定量的

に御提示いただきたい。この会議から外に情報は出ないわけですから、そ ういう前提で出

していただければありがたい。

もう一つ、親子間の人事。東電グループと業者 との交流人事。そ ういうことについても、

東電の実質グループということで、これも定量的に明らかにしていただきたい。

6つ 日は、電気料金についてです。電気料金が適正であるかという視点でございますが、

これは先ほど仕組み等ございましたが、現行の料金そのものが本当にリーズナブルなのか

とい うことを額的なところで検討 してほしい。仕組み、実施方法、決め方ではなくて、決

まつた料金の根拠に立ち戻つて、そこまでチェックして、この料金が本当に適正であるの

か、リーズナブルなのかどうか。安過ぎるのか、あるいは高過ぎるのかとい うことも含め

て、安ければ値上げしないといけないわけですよ。こういうことも含めて、事実を明らか

にしていただきたい。

何でこうい うことを申し上げるかといいます と、 1つ例を申し上げますが、日|IEあ
る電力管内の電気料金で、経産省が出されている資料 と全く資料、実態がございます。■

14



||||そ こで、この 6年間に電気料金が 45%値上が りしてお ります。ところが、経産省

から提示されている一般的な総合的な丸めた定期料金の表は値下がりしているんです。こ

れは明らかに何かからくりとい うか、意図があるからくりではないですよ。悪意のあるか

らくりとい う意味ではない。何か仕組み上の問題がある、あるいは実行上問題がある。

このために日本の基幹産業のある産業が、日本か

ら撤退せざるを得ない瀬戸際まで追い込まれている。

するに、代替電力がない。電力さんのコス ト状況が全く

わからない。交渉しても交渉にならないとい う状況なんです。ですから、こうい う実態が

現状にありますので、どうか電気料金の量的な実態の適正さも見ていただきたい。

少し時間が長 くなりましたが、もう一つ、企業の透明性 とい う問題です。

これは余 り信 じたくないんですが、新聞、マスコミあるいは雑誌等で東電あるいは電力

業界というのは非常に不透明だということを言われてお りますが、本当にそ うい うことは

ないのか。む しろないとしたら、ないんだとい うことをこの際、検証 した方がいいと思い

ます。あるなら、指摘 して、直していだたく。あいまいにしないで、この分野についても

触れていただきたい。

あと、社内情報ですね。

当に社内の情報が流れているのか。

特に悪い情報が上層部に流れていないで、上層部がお神輿に乗せ られているとい う実態が

あったりしますので、この社内の文イヒといいますか、仕組み とその実態について透明性を

確保する文化 とい うのが確保 されているかどうか。そ うい う視点で少 し、デューディリの

範囲が皆さんから見たら広いかもしれませんが、付け加えていただければ幸いです。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

7点御指摘をいただきまして、最後の 7番 目の点はBllに いたしまして、また冒頭の 1つ

目の DD方針 とい うのも特に異存はないとい うことかと思いますが、 2～ 6番 目の 5点ほ

どについて、特に事務局の方からこの場で追加的に御意見をいただくようなことはござい

ますか。

○大西次長 一応、今、DDの中でほぼ全部網羅されていると理解 しています。

最後の透明性のところは、どういう調査をしたらいいかは、また別途御機談させていた

だきたいなと思つてお ります。

○|||1 非常に難 しいと思 うんですが、何か工夫してみないかなとい うことです。

東電の身の潔白を示すのも大事なことです。

○下河辺委員長 よろしいですか。

○
―

はい。

○下河辺委員長 貴重な御意見、御指摘をありがとうございました。
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それでは、続きまして、ほかの委員の方からの御発言ございますか。||1日 、いかが

でしょうか。

○
―

まず、論点 1の特に電気事業以外についてですが、繰 り返 して申し訳ないのですが「電

気事業の不可欠な」とい うのを定義も含めてちゃんと主張 していただき、広めに見ていた

だきたい。売却を強制するなんていうことは全く別のこととしても、その前提として調ベ

ることは幅広にやつていただきたい。

電気事業に不可欠だということで、Fllえ ば電線をつくるのだつて電気事業に不可欠だと

か言い出せば、これは聖域だなんで言われたらかなわない。勿論、それは当然外部につく

つてもらつて、調達するわけですけれども、そ うい うわけで、当然電気事業に関連はして

いるのかもしれないんだが、本当に東電の本体でや らなければいけないことなのかどうか

とい うことは議論の余地があると思 うので、仮に前方がこれは電気事業に不可欠だとい う

ことを言つたとしても、それは無理に売れ とかとい う議論の前の段階で調べるということ

については、是非幅広にお願いします。

高コス ト構造の改善策に関してですが、燃料や資材のこれからの調達に関しては、もし

高コス ト体質が明らかになれば、直ちにコス トの削減に資するのかもしれませんが、資産

のかなりの部分はかな りの償却期間の長い設備なわけで、仮に過去の調達というのが合理

的に説明できる、高くてもしようがないという理由も当然ある得ると思 うんですが、それ

でも説明できないほど高いものだということがわかつたとしても、短期的にはコス トの削

減には役に立たない。 もう既に調達してしまつたものですからね。ですが、長期的には非

常に重要なことです し、そ うい う発想であれば、もつと安く調達できるのかとい うことを

東電の人自身が外部の人から学ぶよいチャンスでもあると思 うので、既に調達してしまつ

たものだから、短期には効果がないからとウェー トを落 とさないで、設備投資関連のとこ

ろも同じように調べていただければと思います。

論点 3の料金制度ですが、これは論点 4と も関連 していると思 うんですが、先ほどの御

説明で 「料金」とい う言葉に関しては、自由市場の価格政策も含めて
'料

金」とい う言葉

を使つておられたので、両方ターゲットに入つているとい うことはわかりましたので、こ

れで安心しま した。市場に関 しては、60%程度は自由化 されている領域なので、直接規制

の制度を入れるようなところとは関係ないのかもしれないのだけれども、ここも合理的な
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価格政策とい うのがとられることによつて、設備投資を効率化できるのではないかとい う

発想は極めて重要だと思いますので、規制料金の範囲内での選択約款だとかとい うだけで

はなく、自由イヒ領域での料金政策の精査も是非お願い します。

論点 4の スマー トメーター等への適切な投資ということが出てきてお りますが、これは

スマー トメーターに特に特化 したものではなく、全般の話。特にスマー トメーターヘの投

資というのは、ある程度長期的なスパンで、今 日、明日に集中的にやるという類のもので

はないですので、長期的な東電の経営体質 とい うか、収益力を上げるためにいろんな投資

についても見直 します。単に投資を肖1れ とい うだけではなくて、必要な投資についてはや

っていくように考えるべきだとい うことを促す ということの一例 として上がつていると認

識 してお ります。必要な投資とい うのは、きちんとできるようなサポー トをしていくんだ

ということも、是非出てくるといいと思いました。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

これもまた内容的に大変貴重な御意見をいただくことができたかと思います。

事務局の方から、特によろしいですね。大体御理解いただいたと思います。

それでは、 どうぞ。

○■■■■ 意見ですかね。デューディリジェンスというのは、基本的に生産価値みたい

なものを求めるためにや りますね。だけれ ども、先ほど副長官のお話にもありま したが、

本当はいかにして力強 く将来に向かつて動かせるかという体制で、しかも上場は維持 して、

資金調達をや らせていくんだとい うことになりますと、単なる生産価値を判断するのは余

り意味がなくて、■■■■ も言われたのかもしれないんだけれ ども、戦略的に見て将来必

要かどうかとい う話が大変問題になってくると思 うんです。ですから、例えば不可欠であ

るかどうかとい うのは、必ず しも基準ではなくて、戦略的に有意義であるかどうか、必要

であるかどうかとい う、むしろダイナ ミックな判断をしていかなくてはいけないと思 うん

です。事務局が全部それを業者 とともにやるとい うのではなくて、東電もいろいろ言 うで

しょうから、その辺は客観的な事実を整理 した上で、委員会できちんと判断をするように

させていただきたいと思います。

設備投資などもいろいろあると思 うんですが、あれだけの大きなエ リアをカバー してい

る会社がどのぐらいあるのか数字はよく知 りませんが、設備投資といつたらどのぐらいの

規模になるか。維持 していく機能維持だけでも結構かかると思 うんです。

したがいまして、設備の総量がどのぐらいあるかによつて、どのぐらいの設備投資が適

正なのかとい うのは、やはり頭の中で目安をお持ちになりながら作業をした方がいいので

はないか と思 うんです。

17



来における安定供給 とか、質

のいい電力の供給とかを維持するために何が必要かとい うのは、かなりゆとりを持たせて

おくことを考えるべきではないかと思います。その辺を頭の中に入れて作業していただき

たいなと思います。

あと、ここに 5,000億 円目標 とか、いろいろな目標が書いてありますが、随分短期間の

うちに目安でもつてつくつたものだと思 うんです。ですから、先ほど事務局からお話があ

ったように、これを 1つの目標 とすることではなくて、これにかかわらず、もつと落とせ

れば落とせばいいし、落とせなければ必要なものは確保するという柔軟な姿勢で取組まれ

るとよろしいのではないかと思います。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

今の|■||の御発言について、何か特にございますか。最後の御発言のあつた 5,000

億、6,000億の数字については、先ほど西山さんの方からも発言があつたとお り、それが

前提になる話ではなくて、実態ベースでもつてきちんとする。

○西山事務局長 その辺 りは後で申し上げようと思 うんですが、一応今、 4日 で調整させ

ていただいてお りますが、今 日はかなり触 りであれですが、次回もう少 し詳 しくいろいろ

お話 したいと思います。

それから、申し上げるまでもなく、我々も何か仮説がないと作業ができないのであれで

すが、勿論御提示して決めていただくとい うことでや りますので、ただ単に資産の リス ト

をお渡 しするだけにはいかないので、ある程度の整理はさせていただきますが、その上で

御判断は勿論 していただくとい うことで。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それでは、     どうぞ。

○|■■■ 今、委員の方々がいろいろ御発言されたので、大体は同意なんですけれ ども、

幾つか申し上げたいことがございます。

今、委員長からも御説明があつた 5,000億 、6,000億の特に 6,000億 の資産の方なんで

すけれ ども、例えば横長の資料の 2ページロの③グループ企業を見ると、

これは冷静に見ると多分利益が出ているところだと思 うんです。利

益が出ているからこそ売却できる可能性もあるし、価格もつくわけなんですが、そこで 1

つ考えておかなければいけないのは、先ほど副長官がおつしゃつたように、ただ切 り売つ

てそれで終わ りとい う話ではないというご発言がございました。

とい うのは、今度、支援機構法案が大体通 りそ うな形になって、一般負担金と特別負担
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金があるということなんですが、そこの中身を少しだけ頭の体操で考えてみます と、仮に

5,000億 の費用の うち、電気事業に関わるものでいっぱい減ったとしても、それは今後料

金制度がどうなるかは置いておいて、触 りの一般的な考え方でいうと、それは電気料金を

今、燃料費で上がる予定だったところがそんなに上がらなくて済むといいますか、それは

東京電力管内の人々に対して資することになるわけですが、一方で、電力料金以外のとこ

ろでのコス トHll減 とい うのが、今度は国民負担に通 じる。国民全体。つまり、より経営を

よくすることによつて、キャッシュをつくることによつて、それによつて負担金 といいま

すか、今の ところはわか らないですが、

般負担金とい うのは電力料金に乗せる可能性がある。特別負担金については東電のみなの

で、東電が払つていくと考えた場合、そちらの方については、どこかからか捻出 しなけれ

ばいけないわけです。

もう一度繰 り返 しになりますが、つまり、電気事業に関わるところで幾らリス トラをし

たところで、それは電気料金の方にも行くし、そ うでないところでリス トラをすれば、そ

れは新たな連結グループのキャッシュとい うことで、ある意味正 しいかどうかわか りませ

んが、特別負担金の原資になっていくとい う考え方もあるかと思 うんです。

ですから、 リス トラ、リス トラと言つても、どこをリス トラするかによつて全然キャッ

シュの意味が変わるというところをひとつ念頭に置かなければいけないのかなとい うこと

を思います。

そうした面で、先ほど■|■■がおっしゃったように、グループ全体が対象であつて、

単体でないという御発言があつたと思 うんですが、まさにそのとおりだと思つてお りまし

て、単体を幾ら切 り込んでいっても、それは電力料金の話で しかなくなってしまうので、

もう少 し大きい日でキャッシュというものを見ていかないと、過去を残すといいますか、

変な話ですが、全部資産を売つてしまって、できませんと言われたらできないですね。で

すから、やはり■■■■がおっしゃったように、できるだけきちんとした会社 として長く

やるには、ちゃんと返す という言い方はいけないですが、負担 していつてもらわなければ

いけないので、キャッシュの出所 というのをよくよく考えなければいけないだろうなと思

いましたとい うのが 1点 日です。

もう一点だけなんですけれども、グループ間取引についていろいろ見てきますよと。こ

れは確かに必要だと思 うんですが、ただ、連結 とい う考え方で言つたら、どちらで負担す

るかだけの話であつて、余 り大きい意味での国民負担 と関係ないといいますか、つまり、

単体が子会社に対 してはいつぱい払つていますよと。それを削ったと言つたら、先ほども

おつしゃられたように、それは電力料金が下がるだけの話であつて、また違 うかなとい う

感 じがあるんです。む しろ、グループ外取引のところですね。持分法適用会社 も含めて、

グループ外のところの取引が適正かどうかとい うのでやれば、それは連結全体のキャッシ

ュインになってきますから、そちらの方が実は効くといいますか、そ うい うことなんです

ね。ですから、私は何 となくグループ間取引のことについては、正直言つてプライオ リテ
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ィとしては、やるのは絶対にやつた方がいいんですが、ただ、後で、むしろ外からの、グ

ループ外からの調達や ビジネスについてはもつとやつて、高く買つていないかとか、不合

理なことがないかとか、経費が肖じ減できるかとい うのを入れたらいいと思つています。そ

れは電力料金に関わる電気事業のこともしか りです し、それ以外のところはますますわか

らないとか、いろいろあるかもしれないので、無駄なコス トとかもあるかもしれないし、

下手に多く払つているものもあるかもしれない。

そ うい う観点で、今、 2点 申し上げましたが、それも見ていつた方がいいのではないか

なとい うのが、今回の意見です。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

一通 り御意見をお聞きしましたけれ ども、他の委員の発言内容も踏まえて、また御意見

があればお願いいたします。

f|.Eiz,
o■■■■ ■ |■Eの御意見に反対するわけではないんですが、グループと外 との取ラ|

ですね。 これはまさにキャッシュに関わるので、おつしゃるとお りなんですが、グループ

間取引で大事だと思つているのは、このグループ間の中でのなれ合いとい うのがどうして

も生まれるわけです。そ うすると、それは当然、日常的なマネージメン トの中でコス トア

ップになつてくるわけです。そ ういうばかにできないコス トアップの要因になるとい うこ

とと、グループ間でなれ合 うとい うのは、そのグループの風土に関わるF.5題 になるので、

風土が乱れてくると、やはりそこに大きな問題が出てくるので、風土の問題 としても私は

これをとらえてお ります。ですから、そ うい う意味だということを御理解いただきたいと

いうことです。

もう一つ、自由化料金ということについて意見を申し上げたいと思 うんですが、これは

私の感覚なんですが、自由イなと言われている「自由」の意味は、売り手側が自由に受電者

と交渉するよとい う自由であつて、買い手4111か ら自由に電力側と交渉できるとい う自由で

はありませんね。

つまりどういうことかとい うと、具体的に言えば、売 り手側はコス トはわかつている。

しかも、独占であるとい うことです。買い手4111は 、独占ですから代替電力がないわけです。

しかも、交渉する相手のコス ト構造は全く見えないわけです。ですから、これは■■|■

明を受けて、言われ

く交渉になりません。 自由などほとんどゼロに近いです。定性的な説

っばなしの電力を泣きながら受け入れる。工場を止めることができな

いからね。 すから、この 「自由」とい うのが売 り手側の自由であつ

もフェアに自由がある体系でないといけないとい うことてはいけない。やはり買い手側に

を強く感 じます。

以上です。

〇下河辺委員長 ||||、 どうぞ。
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に扱 うべきものだと思 うんです。これは東京電力の人件費だけではなくて、他の電力会社

等々も横並びにして見ていくべきもので、いい人がいて、士気が高いかどうか。 これは安

定供給と質のいい供給 と安全に著 しく影響 してまいりますので、例えば人件費の構造です

したがいまして、人件費の場合は、東京電力の人件費とい うのは、副長官が言われるよ

うに、これから将来に向かつて力強く活動 していくとい うことになると、他 と比べて著 し

く低いような形にするのもいかがなものかと思われるので、その点、やはり要留意事項だ

と思います。

それから、要因も安全のためにどれだけのアローアンスを持つかとい うのは、ポリシー

の問題なんですよ。だけれ ども、ああいうライフラインみたいなものは、例えば故障 して、

回復するまでの時間をいかに短くするかとか、さまざまなことが必要になりますので、そ

うい う安全 とか、安定 とか、品質の維持 とかい う点を頭に置いて見られることが必要では

ないかなとい う感 じがいたします。

とい うことは、料金 とか人件費とかい うのは、東京電力を対象に議論をしていても、そ

れは自動的に他の電力会社も含めた全体の問題 として出てくるということを頭に置いてや

らなくてはいけないのではないかという感 じがいた します。

○下河辺委員長 ■■■■、どうぞ。
○■■■■ 3点ほど補足で申し上げたいことがあります。

まず、事務局の資料の横長の 7ページ「5.東京電力の長期的なあり方」とい うところ

で、調査項 目で発電施設別原価分析、送配電収支分析 とあるんですが、これは言わずもが

なですが、是非 リマイン ドしておきたいことは、今の電力会社というのは、要するに電気

事業法に基づいて経済産業省令で電気事業会計原則 というものに基づいてやっているわけ

です。それが例えば電力会社は全部そうなんですが、送配電を一まとめにして、流通設備
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と読んでいるんです。本当であれば、第 1工程の発電、これも火力なのか、水力なのか、

原子力なのか、それぞれ全部コス トが違 うはずなので、そ うい う通常の原価コス ト分析 と

いうのを会計原則 と離れて、今の通常の上場企業が求められるような原価分析とい うのを

やつていただきたい。特に送電、配電は一緒くたにせずに、第 2工程、第 3工程と分けて、

それぞれのコス トセンターとい うことでやるべきだと。

人件費も通常それぞれに張 り付いていますので、普通人件費カットというと、一律何%
カットみたいな、要するにそ うい う原価計算を無視 した形でやると非常に非効率なので、

これも言わずもがななんですが、どうい う人件費なのかとい うことをきちつと分析 した上

で、やつていただきたいとい うのが 1点 目。

1つは、短期的に供給能力を高めるために、例えば古い火力だとか、これからサイ トに

ガスタービン発電 とか緊急設備電源というものをどん ,ど ん入れているんです。これはある

意味設備投資なんですけれども、これとの東京電力のコス トの分析の整合性ですね。ここ

の部分とい うのは、どこまで電力供給能力がアップとい う緊急の課題に応えるために経費

でかけるのかとい うこととの整合性がとれているのだろうかということがよくわからない

点なんです。これを是非見ていつていただきたいと思います。

逆に、中長期的にスマー トメーターを始めていましたけれ ども、

れは本当にそこの部分を電力会社が全部投資するのか。それとも違 う形

で、電力会社が本体だとする必要もないのかもしれませんので、何が適正かとい うことに

ついても、きちんと配慮すべきだろうとい うのが 2点 日です。

3点 目はもうちょつと細かい話になるんですが、保有資産の売却です。これは前も申し

上げたんですけれども、

いますね。淡々、粛々と

近よく新聞などに出て

東京電力が売却 していくように読めるんですが、この委員会との

関係で、 どうやつて売却するのか。つまり、自己株みた

いな形で、通常持合いを解消するときなどとい うのは、自社株をマーケットではなくて、

自分で買い取るみたいなや り方をするんだろうと思 うんですけれども、そ ういうものなの

か、それともマーケットに売るのか。これはマーケットに相当インパク トを与えるものな

ので、そこら辺についてもやはりきちんとこの委員会 と東京電力です り合つていないとい

かぬのだろうと思 うんです。

不動産なども本当にばらばらで切 り売 りするのか、それ ともまとめてもう少 し高く売る

方法を考えるのか。例えばいわゆる東京電力の都内に持つている土地などについて言 うと、

再開発などにもし絡むのであれば、過去の例で見ても通常、これも取引価格 との比較とは
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よくわかりませんけれ ども、 ケースもあるわけで

す。例え もそ うだ と思 うんですが、そ う

いつたものについても具体的にどういう手順で、この委員会 との領海関係はどうなつてい

るのか。是非はつきりしておくべきだろうと思 うんです。

この 3点です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

ほかに、是非今 日の委員会の9J・ で御発言 されたいという方おられますか。

I.E)?.
olll■  ちょっと確認です。

今、言われたグループ会社の外 との取引も重要であるとい うのは、ここに出てきた資料

で、グループ会社、関連会社のことがかな り強調 されていたので、そこだけではなくて、

外の方も同じように重要であるというつもりで私は受け取 りました。私 もそのとお りだと

思いますので、同じようなウェー トで是非やつていただきたい。

ただ、中の取引が重要でないという意味ではなかつたと思いますので、そちらも同様に

重要だとい うことです。

もう一つは、電力関連でコス トが下がると、要は料金が下がるだけ。一方で、別のとこ

ろだと収益が上がるという区分なんですが、基本的には正しいと思 うんですが、まず御認

識いただきたいのは、|■||に は怒 られると思 うんですが、 6割 ぐらいの需要は一応自

由化市場になってお りますので、規制 された価格ではないんです。だから、形式的には、

コス トを下げる分がそのまま収益力に直結する可能性 もある。勿論、東電の規制 として料

金を下げるとい うことも当然あり得るわけですが、どちらにも使えるような原資になると

いう意味では、このコス トの削減 とい うのは相当大きな意味を持つているということで、

料金を下げるとい うのは、国民負担の最小化がこの委員会の目標ですから、そちらも重要

ですが、経営の長期的なパフォーマンスの向上とい うよりも、電力のコス ト、あるいはグ

ループ間のコス トとい うのを下げるのも資する可能性は十分あるだろうとい うことは、一

応御認識いただけると助かります。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

時間の関係がありますので、大変貴重な御意見を多数いただきまして、ありがとうござ

いました。今 日いただきました意見を十分踏まえまして、本 日、当日配付資料で恐縮でご

ざいましたけれ ども、配付いたしました主要論点、今後の進め方に基づいて、タスクフォ

ースの作業を進めさせていただいて、また逐次、厳密に報告を受けて、最終的な委員会 と

してのデシジョンをタイミングを失せずに、その都度行つていくとい う形で進めてまい り

たいと思つてお ります。

この段階では、耐長官よろしいですね。

○仙谷内閣官房副長官 次の事項で結構です。



○下河辺委員長 それでは、議事の 3番 目ということで、報告をいただきたいと思います。

新聞等の報道で委員の先生方も御認識 されているところでございますけれども、例の原

子力損害賠償支援機構法案の国会審議がほぼ収束点を見るに至ってお ります。これにつき

まして、本 日御出席をいただいてお ります経済被害対応室の北川室長から、資料に基づい

て御報告、御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○北川室長 内閣官房の北川です。修正についてとい う資料 と、修正案の対照表を配付し

てございます。お陰様をもちまして、7月 8日 に衆議院本会議で議論が始まって、一昨日、

26日 に衆議院の委員会で可決 されました。本 日 1時からの衆議院の本会議で採決 されるこ

ととなつてございます。明日以降、参議院に場所が移 りますが、まだ各党それぞれ御議論

があるようでございますので、まだまだ予断を許さない状況にはございます。

このプロセスで、 2次補正におきまして、機構への出資金 70億 円と交付国債 2兆 円の

枠、それから債務保証、政府補償の枠で 2兆 円とい うのを計上 していただいてございます。

委員会の審議におきましては、論点は基本的に 3つ ぐらいに絞 られまして、 1つ は、国の

責任をどう考えるか。 2つ 目が東電の責任をどう考えるか。 3つ 目が東電の責任の中で、

東電を援助するためにどうして他の電力会社がお金を出す必要があるのか。区分経理すべ

きではないか。この辺が大きな議論でございました。

この国の責任については、自民党の先生においてもいろんな意見がございます。質問に

立った先生の 2つの例を紹介 します と、 1つは、東電は破たん処理をすべきではないかと

い う御意見。株主責任をとれ とい う御意見でございます。

もう一つは、国が安全基準をつ くつてきて原子力をやつてきたんだから、それを信用 し

てお金を貸 したり、株を買つた りしているのに、事故があつたらいきなり投資家のせいだ

というのも、国の責任 としていかがなものかという御意見もございました。

このような議論がいろいろございまして、その中で修正協議が民主、自民、公明の 3党

で行われまして、机上にございます修正についてとい うものになっているところでありま

す。自民党側 といたしましては、いずれ法的制度の可能性も含んだ法律にしたいという思

いが非常に強くありましたところ、そ ういつた要素もありまして、このような修正案にな

ってございます。

順番にまい りますと「修正条文の対象箇所」と書いてございます。

まず、 1番 目の○が国の責任の明確化 ということでございます。これは先般の閣議決定

にもありました文言を基本的に踏襲 しながら、国には社会的責任があるということを書い

てあるわけであります。

2番 目の○がステークホルダーの責任 と書いてありますが、これはステークホルダーを

東京電力の責任とい うものを問 うとい う条文でありまして、特定事業計画を作成する際に、

45条第 3項、こちらの新旧対照表で言えば漢数字の 6ページになりますけれ ども、一番左

側の 45条第 3項 に原子力事業者への関係者に対する協力の要請とい うものを書き込んだ

上で、更に附則の 3条、15ページでございますけれ ども、そこに特別事業計画とい う場合
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には 「原子力事業者は、経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底 して行 う」云々とい う

条文が付け加えられてございます。要は、東電の責任をもつとはつきりさせろとい う条文

であります。

3番 目の○が国の責任の議論の一環でございますけれども、国は途中段階でもいわゆる

真水を出す可能性を持たせるとい う条文でございます。従前の 65条では、いろいろ考え

てうまく行かないときは、最後に国が責任を持つとい う条文だったんですが、それに加え

て、途中段階でも何かあれば国が出す可能性を持たせるとい う条文を加えてお ります。

2ページでございます。

冒頭にありますこちらは、同時並行で国による仮払いの法律が議員立法で議論されてご

ざいました。これも可決されてございますけれ ども、その仮払い事務についてどうするの

か、これから本格的に議論 しなければなりませんが、機構にも仮払い事務を行わせる可能

性を持たせるとい う条文であります。

次の会計処理 と簡単に書いてございますけれ ども、これは実は、一般負担金を東京電力

の今回の事故で使わせるかどうかの非常に大きな議論の中で、結局、野党の議論の中でこ

のような条文になつてございます。区分経理ということをしますと、たちどころに東京電

力が債務超過になる恐れがあるということでございますので、それはできないとい うこと

をるる申し上げていたところ、いずれ見直すという前提で、少なくとも電力会社 ごとに幾

ら出したのかをはつきりさせろという条項になりしまて、計数管理という書き方になつて

ございます。

最後の○が見直し規定ということでございます。 もともとの条文も見直 しがあったわけ

でございますけれども、更に徹底 しまして、これを 3つ に分けるとい うことになつてござ

います。

①は 「できるだけ早期に」となつてございますけれ ども、これは野党側の意見としては

1年でとい うことを念頭に置いてございますが、原子力損害賠償法、いわゆる原賠法その

ものを見直すべきだという議論であります。これは国の責任 として、今回なかなか立ち上

がりが うまくいっていないとか、いろいろな議論がございました。現場そのものにも限界

があるということでございますので、見直すべきだという議論であります。

②は「早期に」とあ ります。これは野党側では 「2年 をめどに」となつておつたんです

が「早期に」としてございます。これは機構法自体、機構のスキーム自体について考えね

ばならないのではないかという条文であります。

③は「中長期に」とい うことでございますが、エネルギー政策、原子力政策といったも

のについて、原子力に関する法律の抜本的な見直しを含め、さまざまな法律がございます

ので、それも含めて見直すということになってございます。

これが条文でございまして、今の新旧対照表の最後のページに附帯決議 というものが付

いてございます。これは条文に書き切れないものを附帯決議に集約 しているわけでござい

ます。
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簡単に申し上げます と、一は国の責任。

二は、東京電力の再生の在 り方、今後どうするのか改めて検討 ということでございます。

三は、先ほど申し上げた区分経理ではなく、計数管理で今後の見直 しに備えようとい う

ことでございます。

以下、四、五、六と続きまして、次のページに行っていただきますと、特に十でござい

ます。十は、先般 6月 14日 の閣議決定につきまして、これを撤回せよとい うのが■■■

の御議論だったわけでございます。これはどうも債務超過にしないという言い分が何かよ

ろしくないとい うことだつたわけでございますが、撤回とい うことも閣議決定の性格上な

かなかそ うもいきませんものですから、役Ellを 置いてものと認識 して、いずれ見直す とい

うことになってございます。

いずれにいたしましても、今後の先行きについては、先ほどの附則 6条 2項ではござい

ませんが、改めて考えていく。ただ、当面はこの機構法に基づいて損害賠償を進め、東京

電力が前に進んでいくということについては合意ができていると理解 してございます。

以上です。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

ただいまの支援機構法案の関係で、何か御質問はございますか。

副長官、どうぞ。

○仙谷内閣官房副長官 もし御質問がありましたら、先にどうぞ。

○下河辺委員長 委員の方からはございませんね。ありがとうございます。

では、副長官、よろしくお願いいたします。

○仙谷内閣官房目1長官 今、北川室長から御報告があつたように、今 日の本会議で衆議院

は一応成立とい うか、可決されて、参議院に送 られました。

機構法案が参議院に送られる。それから、仮払い法案と称する野党が中心になつて出し

てきている法案は、修正の上、今度は参議院にもう一回帰るということでございまして、

多分、 1週間ぐらいで成立をさせてもらえるのではないかとい うことでございます。

この委員会は、皆さん方に大変お世話になっておるんですが、機構法案の業務内容を見

てみます と、実質的にはほとんどかぶつてくるとい うことになろうかと思います。更に付

け力Eわ っているのは、 支払事務を、要

するに機構 も支払いの原資を持つと同時に、支払手続まで行えとも読めるかのような文言

も入つている。仮払い法案とい うのは、まだまだ混乱 しているんですが、

ずヽれにしても、機構

の方の事務量 とい うのは大変大きいものがございます。運営委員が 8人以内、理事が理事

長 1人、理事が 4人以内ですから5人、監事さんが 1人。理事長、理事は常勤です。監事

も常勤ですね。

○北川室長 監事は非常勤です。
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○仙谷内閣官房副長官 ということで、運営委員は非常勤でもいいとい うことですが、そ

うい う役員 と事務局をまた改めてこの機構の中につ くらなければいけないということでご

ざいま

機構そのものは、日銀型 と考えておけばいいんで しょうかね。運営委員がボー ドで、執

行機関として理事長、理事がいて、事務局が存在する。こんな感 じのようでございますの

で、できるだけここまで皆さん方に御苦労いただいたものを最大限生かして、それから、

今 日も御議論をいただいたような方向性を維持 して、何だかんだ言いましても、この損害

賠償支払いとい うものを万全に行 うことと、更に電力供給体系をイノベーションするにし

ましても、そこは日本経済の成長に資するようなものに変えていくということは大命題で

あります。

問題 としては、根幹のところに原子力FE5悪 とい うのが大きくあるとい うことを意識 しつ

つ、この問題に対処 してまいりたいと思いますので、皆さん方にこれからも相談、御議論

いただきますけれ ども、そ うい うつもりでお りますので、どうか御了解をいただきたいと

いうのが 1点 です。

もう一点は、どうもこの間、議論をしてお りまして、民間の前向きに企業価値を今まで

実践的に見てこられたそちらのプロを、私の政策参与としてというか、要するに、今のタ

スクフォースのチーム リーダーの政策ア ドバイザーとして、政策参与とい うことで 2人ほ

ど任命をいたしたいと思つてお りますので、御承知おきをいただきたいと思います。

1人は、梅本建紀といいます。株式会社 レコフとい うM&Aの 会社の専務理事 さんをさ

れてお ります。

もう一人は、加納孝彦さんといいます。公認会計士さんでありますが、今まで M&Aに

大変関わつてきて、裁判所からの依頼のお仕事もされておるようでございます。

この 2人を私のチームリーダーの政策参与といた したいと思いますので、御承知おきい

ただきまして、陪席を求めることもあるかもわか りませんので、よろしくお願いを申し上

げます。

以上であります。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

それでは、北川室長の方から報告をいただきました機構法案の修正の状況については、

報告をいただいたとい うことで了承をいた しました。



クロージングの関係で、若干私の発言が続きますけれ ども、前回の第 2回委員会の議事

内容につきましては、お手元に配付 してお ります議事要旨をまとめさせていただいてお り

ます。内容的には、委員の先生方から御指摘のあった点については、必要な修正を施 して

お ります。これを本 日の委員会終了後、予定してお ります私、委員長のプレス記者会見の

ときに、併せて資料配付 して、公表をいたします。

それでは、予定の時間を 10分余 り超過いたしましたけれ ども、本 日の第 3回委員会は

以上とさせていただきます。

本 日の委員会の審議の内容につきましては、前日と同じく議事要旨を作成 して、対外的

に公表 したいと考えてお りますので、また原案ができました段階で、委員の先生方にはあ

らかじめごらんをいただきたいと思つてお ります。

最後に、重ねてお願いをいたしますけれ ども、本 日の委員会で配付 された資料の うち、

資料 1、 資料 2につきましては、プレス記者会見のときに配付 させていただいて、私の方

から概要の説明をいた します。ただし、本 日机上配付 させていただきました資料について

は、改めて申すまでもなく、内容的には大分具体的に、かつディテールにわたつた記載が

されてお りまして、今 日のこの段階以降、プレス関係、プレスに限らず、委員会外からは

大変強い関心を持つ事項がほぼ満載になつてお りますので、お取扱いについては十分御留

意をいただきたいと重ねてお願いを申し上げたいと思つてお ります。

以上をもちまして、本 国の第 3回委員会は終了いたします。

今後の予定につきましては、西山局長の方から何回か言及 されましたけれども、8月 上

旬に東京電力からのヒア リングや情報提供を基にしました経営分析について、それまでの

間の DDの専門業者の作業結果を取 り込んだ上での報告とい う形で、私ども委員との間で

懇談会 とい う形で一度 ミーティングを開催することを予定 してお ります。現在、 8月 4日

の夕方とい うことで、可能な限 りの調整を進めておるようでございます。

ほぼ次回の日程は確定をしてお りますが、 8月 のお盆明けの 8月 18日 本曜 日、今回は

夕刻からとい う形で 16時 から 1時間半ほど。第 4回は内容的にも具体的な報告内容も上

がってきてお りますので、大分密度の濃い御議論をいただくことになるかと思いますので、

あらかじめ配付させていただきます資料については、最大限お送 りすることができるよう

に事務局の方にも私の方からお願いをいたします し、その資料の内容については、各委員

の先生方、できる限 りの精査といいますか、あれをお願いいたしたいと思つてお ります。

それでは、今 日の委員会はこれでお しまいにいた します。お忙 しい中、ありがとうござ

いました。
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